
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 印 管 理 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 10号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 印 管 理 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 印 管 理 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 印 管 理 規 程 （ 平 成 22年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 管 理 規 程 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（公印の印影の印刷） （公印の印影の印刷） 

第６条  公印の押印に代えて、公印の印影

を原寸により又は縮小して印刷する必要

が あ る と き は 、 総 務 部 総 務 課 長 （ 以 下

「総務課長」という。）に合議の上、上

司の決裁を受けなければならない。 

第６条  公印の押印に代えて、公印の印影

を原寸により又は縮小して印刷する必要

があるときは、総務課長に合議の上、上

司の決裁を受けなければならない。 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

別表（第２条関係） 別紙のとおり 

 

別表（第２条関係） 別紙のとおり 

 

様式第４号（第13条関係） 様式第４号（第13条関係） 

公 印 廃  止  届 

（略） 

総務部総務課長 様 

（略） 
 

公 印 廃  止  届 

（略） 

経営管理部総務課長 様 

（略） 
 

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 行 政 文 書 管 理 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 行 政 文 書 管 理 規 程 （ 平 成 22年 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 管 理 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１ ) 部  大阪広域水道企業団水道企業

条例（平 成 23年大阪広域水 道企業団 条

例第２号 ）第４条 に規定す る経営管 理

部、総務 部、広域 事業部及 び水道事 業

部をいう。 

(１ ) 部  大阪広域水道企業団水道企業

条例（平 成 23年大阪広域水 道企業団 条

例第２号 ）第４条 に規定す る経営管 理

部及び事業管理部をいう。 



(２ )～ (７) （略） 

 

(２ )～ (７) （略） 

 

（文書主任） （文書主任） 

第８条 （略）  第８条 （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  文書管理者は、前項の規定により文書

取扱者を指定したときは、当該文書取扱

者の職名及び氏名を総務部総務課長（以

下「総務課長」という。）に通知しなけ

ればならない。 

４  文書管理者は、前項の規定により文書

取扱者を指定したときは、当該文書取扱

者の職名及び氏名を経営管理部総務課長

（以下「総務課長」という。）に通知し

なければならない。 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 庁 舎 管 理 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 庁 舎 管 理 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 

庁舎の区分 庁舎管理責任者 

本部の庁舎 総務部長 

（略） （略） 
 

別表（第３条関係） 

庁舎の区分 庁舎管理責任者 

本部の庁舎 経営管理部長 

（略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


